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1．報告にあたって 

   本懇話会は、平成 22年 10月に策定された北広島市東の里地区遊水地利活用計画〈素

案〉及び遊水地の利活用について意見交換を行う場として設置され、地元連合町内会、

地元老人クラブ、農業団体、商工会及び公募の委員により、平成 22 年 11 月から 12

月まで 3 回にわたり開催されました。 

  利活用の検討及び意見交換にあたっては、遊水地が、治水施設であり、その機能発

揮の妨げにならないことと、市街地に近い立地であることから多くの市民が親しむこ

とができる内容とすることを前提に議論を進めました。 

  その内容を、以下のとおり整理しましたので、ご報告いたします。 

   なお、この報告は、現時点における情報提供などを基に意見交換したもので、遊水

地完成まで約 10 年かかることから、今後、工事の進捗状況等によりさらに検討が必

要であると考えます。 

 

2．遊水地利活用計画〈素案〉について 

   現時点において、計画の基本的な考え方やゾーニングによる利活用内容など、利活

用計画については、概ね適当なものと考えます。ただし、遊水地全体が、良好な維持

管理と環境の保全への十分な配慮が必要であることを明記されるべきと考えます。 

   今後、遊水地整備の進捗状況により策定される推進計画においては、時間の経過な

どによる状況変化に応じ再度、市民の意見を聞くことも必要と考えます。 

 

3．市民が多目的に利用するゾーンに関する提案事項 

(1) 利活用に関する方針について 

利 活 用 方 針 意 見 

・市民の方が気軽に参加、利用できる場 

・将来にわたって、維持・管理できるような利活用内容 

・施設の造成費や将来的な維持管理費を考慮し、利活用面積は 15ha 程度 

・市民の方が身近な施設として感じられるよう、遊水地工事に支障のない範囲で、 

利活用に関する整備の早期着手 

・最初から経費をかけすぎず、利用者数を見ながら徐々に利活用施設を整備 

・自然を生かし、経費をかけない整備及び維持管理 

・将来を担う子供たちを重点に考え、安全・安心の利活用 

・利活用施設管理は、ボランティアやＮＰＯなどの市民参加を推進 
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(2) 具体的な利活用内容について 

利活用内容 具体的な内容や意見等 

多目的広場（芝生広場） 

       〈約 6ha〉 

・手軽な運動ができる広場 

（サッカー、野球の練習場など） 

・子供たちの遊び広場（たこ揚げ、ラジコンなど） 

・イベント広場 

・四阿（あずま屋）等の休憩所 

・管理棟（国が設置） 

パークゴルフ場 〈約 3ha〉 ・18 ホール～36 ホール（休憩所を含む） 

樹木（植樹） 

        〈小スペース〉 

・〈景観上・防風効果（早期の植栽を希望）〉 

キタコブシ、シナノキ、もみじ、イタヤ、桜 などの 

広葉樹（活着率を高めるため苗木から育てることも検討） 

・〈実のなる木を植え、子供たちに収穫体験を〉 

栗、くるみ、どんぐり、とちの木 など 

市民農園   〈約 2～3ha〉 ・ハスカップ、ブルーベリーなど湿地、酸性土に強い低 

木果樹栽培 

花畑   〈小スペース〉 ・〈景観上・観光資源（例：子供の迷路など）〉 

菜種、ひまわり、コスモス、はまなす など 

駐車場 ・堤防管理用道路（幅 50m の内）の利用 

花火大会 ・管理用道路（市道跡）の利用 

子供のそり・スキー ・堤防等法面の利用 

ドッグラン ・特定の利用者に限定されるため、場所の提供とし、利 

用する団体等による施設整備や維持管理 

遊べる池のスペース ・遊水地内は通常、水が溜まらない構造となる予定のた 

め、現在のところ困難 
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4．遊水地の整備・管理に関する要望事項 

分  類 内   容 

遊水地管理の徹底 

 

・遊水地が安全に利用できるような維持管理 

・市街地が近いため、生活環境に影響がでないような管理 

 （堤防等法面の草刈は、年 4 回程度の実施） 

・ＪＲ北広島駅から遊水地が見下ろせることから、景観などに 

は十分な配慮が必要であり、荒地にならないような管理 

・将来にわたって、国との適切な連携による維持管理 

・鳥インフルエンザ、鹿の害、口蹄疫などの影響が心配される 

 ので十分配慮 

自然観察ゾーン ・子供たちが自然と触れ合える場 

・自然環境学習の機会をあたえる工夫 

・自然そのものを生かした、共存共栄できる場 

・自然保護、環境保護への配慮 

・雪堆積場や雪祭り会場として利用 

・表土の確保、または土壌改良ができれば採草地や家庭菜園と 

しての利用 

駐車場 ・遊水地が利用しやすいよう駐車場位置を最優先に考え整備 

トイレ ・遊水地が利用しやすいようトイレの設置 

アクセス ・市街地から遊水地まで安全に通行できるよう、自転車歩行者 

道の整備（市道南 9 号線沿い） 

その他 ・他地区の遊水地との連携 

・防災センター、バイオガス化処理施設とともに、北広島エコ 

ミュージアムへの選定 

・廃棄物の不法投棄の防止と夜間の車両侵入の規制など防犯対 

策のため、遊水地への出入り口に門扉を設置 
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  北広島市遊水地利活用検討懇話会 委員 

 

役 割 氏   名 所属団体等（就任時） 

座 長 

委 員 

小 池 隆 史 

穴 田 廣 光 

伊 藤 道 夫 

木 南 正 豊 

斎 藤 兼 義 

澤 田 美恵子 

志 田   学 

鈴 木 立 士 

橋 本 文 男 

宮 北 栄智子 

富ヶ岡連合町内会 会長 

道央農業協同組合理事 北広島地区運営委員長 

公  募 

稲穂町自治連合会 会長 

公  募 

北広島商工会 女性部長 

東部地区老人クラブ代表（新栄会会長） 

公  募 

東共栄自治連合会 会長 

道央農業協同組合理事 女性部ブロック長 

 

 

  北広島市遊水地利活用検討懇話会 開催日程 

 

回 数 日  時 場  所 

第 1 回 

第 2 回 

第 3 回 

平成 22 年 11 月 26 日(金)18 時 30 分～ 

平成 22 年 12 月 14 日(火)18 時～ 

平成 22 年 12 月 27 日(月)18 時～ 

北広島市役所 本庁舎 2 階会議室 

芸術文化ホール 活動室 3 

北広島市役所 本庁舎 2 階会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


